
令和７年６月 13 日 
記者発表資料 

令和６年度神奈川県精神科病院虐待対応窓口の状況に
ついて 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律において、精神科病院の業務従事者による虐待を

受けたと思われる患者を発見した方は、速やかに県や政令市に通報することが義務付けられて

います。また、虐待を受けた患者は、県や政令市に届け出ることができます。そうした虐待通報に

対応する窓口として、県では、令和６年４月１日から「神奈川県精神科病院虐待対応窓口」を設

置しています。このたび、令和６年度の通報等の状況を取りまとめましたので公表します。 

１ 受付窓口の概要 

名称 神奈川県精神科病院虐待対応窓口 

対象病院 神奈川県（政令市を除く）所在の精神科病院 

担当課 健康医療局保健医療部がん・疾病対策課 

住所 横浜市中区本町二丁目 22 京阪横浜ビル２階 

神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課内 

専用電話番号 045-285-0574

ホームページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/seishinka_abuse.html 

受付時間 ・専用電話 月曜日から金曜日 午前８時 30 分から午後 5 時 15 分

まで（祝日及び 年末年始を除く） 

・ホームページ 24 時間受付

なお、政令市（横浜市、川崎市及び相模原市）所在の精神科病院における虐待については、各

市が通報等の窓口になります。 

２ 対象期間 
令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

３ 通報件数 
令和６年度の通報件数は、延べ 246 件でした。 
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区分 件数 計 

虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者による通

報件数 
23 件 

68 件 
246 件 

虐待を受けたと思われる精神障害者による届出件数 45 件 

虐待以外の相談や無言電話、重複通報 178 件 

４ 虐待の認定について 

(1) 通報等と虐待認定について 

県が虐待の通報等を受けた際には、別添「精神科病院の業務従事者による障害者虐待に対す

る都道府県における対応の流れ」に沿い、県精神保健医療担当課長及び精神保健指定医等で

構成される会議等を行い、虐待の有無を判断しています。 

認定の区分 件数 計 

虐待事案である ５件 

68 件 虐待事案でない 51 件 

現段階では疑いの状態 12 件 

(2) 「虐待事案である」と認定した事案の概要（事案５件、業務従事者７人、被虐待者６人） 

事案の概要 認定の類型 虐待を行った 

業務従事者の職種 

被虐待者 

ア 病院職員が患者の額を叩く、押

さえつけるなどして、アザを生じさ

せた事案 

身体的虐待 准看護師１人 男性１人 

イ 入浴介助時に、病院職員が患者

の頭を叩いた事案 

身体的虐待 看護助手１人 女性１人 

ウ 病院職員が患者に対し、必要以

上の拘束を行った事案 

身体的虐待 准看護師１人 女性１人 

エ 患者からの暴言に対し、病院職

員が暴言を返した事案 

心理的虐待 准看護師１人 

看護助手１人 

女性１人 

オ 病院職員が患者に不適切発言

を促したことにより、周囲の患者を

不快な気持ちにさせた事案 

心理的虐待 看護師１人 

看護助手１人 

男性２人 

計 ５件 ７人 ６人 

 

  



 

 

（３） 業務従事者による虐待があった場合に取った措置 

項目 内訳 

業務従事者による障害者虐待についての通報や届出に関して、報告徴収

を行った件数 

５件 

診療録や帳簿書類の提出・提示を命じた件数 ５件 

職員又は指定医により、診療録や帳簿書類を検査した件数 ５件 

職員又は指定医により、 入院患者や関係者に質問を行った件数 ５件 

改善計画の提出を求めた件数 ５件 

５ 参考 
横浜市、川崎市及び相模原市においても、令和６年度の状況を本日公表予定です。 

問合せ先 

神奈川県健康医療局保健医療部 
精神保健医療担当課長  白石 電話 045-285-0227 

がん・疾病対策課精神医療グループ 鈴木 電話 045-210-4727 



虐待を受けたと思われる

精神障害者を発見した者

虐待を受けたと訴える

精神障害者

通報・相談 届出・相談

（３）担当部局会議

虐待通報受付票、事実確認チェックシート（通報日時点）を元に、初期対応の検

討（緊急性の有無の判断を含む）。必要に応じて、委嘱した外部専門家と連携。

精神科病院の業務従事者による障害者虐待に対する都道府県における対応の流れ

虐待が疑わしい場合、直ちに招集

（４）精神科病院への立入検査等による事実確認（法第40条の５）

立入検査やその他の手段で虐待の証拠を現認できなくても、客観的な証拠が得ら

れるように努め、事実確認チェックシート（事実確認日時点）を参考にしつつ、事

実確認を行う。

例：診療録その他の帳簿書類の徴収・検査、職員や患者への聞き取り・アンケート

調査、指定医による診察、映像確認等

（５）虐待対応ケース会議の開催

対応方針決定シートを元に、担当部局メンバー、事案対応メンバー及び必要に応

じて委嘱した外部専門家を招集し、虐待事実の判断及び対応方針を決定する。

虐待の事実を認定した場合

（６）改善命令等の実施（法第40条の６）

都道府県知事は、改善計画の提出を求め、又は必要な措置を採ることを命ずるこ

とができる。命令に従わない場合は、精神科病院の公表、入院に係る医療の提供の

全部又は一部の制限等を行うことができる。

（１）都道府県※１ の精神科病院にかかる障害者虐待対応窓口による受付（法※２ 第

40条の３）

虐待通報受付票を作成する。

（２）通報者への聞き取りによる状況把握

事実確認チェックシート（通報日時点）を作成する。

虐待が疑わしい場合

虐待が疑わしい場合

【構成員の例】

・担当部局メンバー：都道府

県担当部局の管理職及び職員

・事案対応メンバー：市町村、

保健所、精神保健福祉セン

ター等の必要な支援が提供で

きる関係機関の関係者等

・外部専門家：精神保健指定

医、精神保健福祉士、弁護士

等（当該精神科病院と関わり

のない者）

虐待が疑わしい場合

虐待が疑わしい場合 判断根拠が不十分

【その他取り組む事項】

都道府県知事は、虐待の状況等を毎年度公表する（法第40条の７）。

国は、障害者虐待の事例分析を行うとともに調査及び研究を行う（法第40条の８）。

（７）虐待以外

の対応

虐待ではない

と判断される場

合は、苦情処理

窓口の案内や関

係機関等と連携

する。

必要に応じて、

精神科病院の管

理者等や、医療

法等を所管する

都道府県の部局

と連携する。
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等

※１ 都道府県 ： 指定都市を含む

※２ 法 ： 精神保健福祉法

別添
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